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佐用町規則第３号

佐用町営定住促進住宅条例施行規則の一部を改正する規則

佐用町営定住促進住宅条例施行規則（平成22年佐用町規則第３号）の一部を次の

ように改正する。

第２条を次のように改める。

（用語の定義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

第３条の見出し中「収入」を「所得」に改め、同条第１項を次のように改める。

条例第７条第１項第３号に規定する所得基準は、入居しようとする世帯全員の

所得合計の12分の１が、減免前家賃の３倍以上とする。

第３条の２の見出し中「収入」を「所得」に改める。

第６条から第９条までを次のように改める。

第６条から第９条まで 削除

様式第３号から様式第７号までを次のように改める。

様式第３号から第７号まで 削除

様式第12号を次のように改める。



様式第12号（第15条関係）

様式第16号を次のように改める。



様式第16号（第17条関係）

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（入居者の所得基準に関する経過措置）

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に定住促進住宅の入居の許

可を決定され、施行日以後も引き続き入居する者については、この規則による改



正前の佐用町営定住促進住宅条例施行規則第３条の規定を適用する。


